
以下2次元コードより、初回認証をしてく

ださい。

記入したメールアドレスに認証用メール

が届きます、記載されているURLをク

リックすると申請画面に移行します。

那珂川市物価高騰対応特別支援金申請書手引き

～オンライン申請方法～

①初回認証

②申請書へ記入

右の記入例を基に必要事項を記入し、申

請を行ってください。

※裏面へ続きます

初回認証画面

申請画面

0123456 7

那珂川 太郎

Nakagawa@a.co. jp

Nakagawa@a.co. jp

那珂川 太郎 ナカガワ タロウ

昭和 50 4 1

1 2 3 4 5 6 7

福岡県那珂川市●●

0901234 5678

那珂川 花子 ナカガワ ハナコ 昭和

記入例を基に、照会番号、申請者

名、メールアドレスを記入の上、

ページ下部の「回答」ボタンを押

してください

（記入例）



②申請書へ記入

右の記入例を基に必要事項を記入し、誓

約・同意事項を確認の上、最後に「誓約・

同意事項に合意の上、申請」ボタンを押

してください。

申請はこれで完了です。

申請画面

1234567

1111 ●●●●

222

「ファイルを選択」ボタンをクリックし、必要書面の写し

を提出してください

【誓約・同意事項】 ※全ての項目を確認してください

①下記の支給要件に該当する場合、給付対象者1人につき8千円が支給されます。市における確認の結果、支給要件に該当しなかった場合には物価高騰対応
   特別支援金は支給されません。
【支給要件】

令和8年2月 1日（以下「基準日」という。）において、市の住民基本台帳に記録されている者とする。

※基準日以前に、住民基本台帳法（昭和4 2年法律第8 1号）第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳に

も記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて住民基本台帳に記録されることとなったもの及び基準日以前に出生した戸籍を有しない者で、基準日において、日本国内で生活をしていたが、

いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、住民基本台帳に記録さている者に準ずるものとして市長が認めるものを含む。

②物価高騰対応特別支援金の支給要件の該当性等を審査等するため、市が必要な住民基本台帳情報、税情報等の公簿等の確認を行うことや必要な資料の提
   供を他の行政機関等に求める・提供することに同意します。

③公簿等で確認できない場合は、追加で関係書類の提出を行います。

④市が支給決定をした後、届出書の不備による振込不能等の事由により支払が完了せず、かつ、令和８年５月３１日（日）までに、市が届出者に連絡・確認でき
   ない場合には、物価高騰対応特別支援金が支給されないことに同意します。

●●●●

普通

1234567

TARO NAKAFAWA

以下の全ての誓約・同意事項について確認し、誓約・同意します。
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